
  平成26年４月１日より消費税（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、
その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
  平成30年度洲本市一般会計決算における社会保障関連施策経費への充当状況については、下記のとおりとなります。

（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 320,170 千円
（歳出）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 4,113,818 千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

その他

障害者福祉
（自立支援事業等）

1,089,640 738,461 0 36,271 49,311 265,597

高齢者福祉
（老人医療費助成事業等）

14,842 3,972 0 1,601 1,451 7,818

児童福祉
（こども医療費助成事業等）

160,499 37,292 0 82,045 6,445 34,717

母子福祉
（母子家庭等医療費助成事業等）

8,606 3,541 0 450 723 3,892

生活保護
（生活扶助等）

903,397 690,123 0 0 33,396 179,878

小計 2,176,984 1,473,389 0 120,367 91,326 491,902

国民健康保険事業
（繰出金）

372,984 222,016 0 0 23,640 127,328

介護保険事業
（繰出金等）

609,603 8,573 0 0 94,114 506,916

後期高齢者医療事業
（繰出金等）

794,482 128,179 0 6,371 103,337 556,595

小計 1,777,069 358,768 0 6,371 221,091 1,190,839

疾病予防対策
（予防接種事業）

99,137 486 0 96,180 387 2,084

健康増進
（がん検診推進事業等）

60,628 2,612 0 10,973 7,366 39,677

小計 159,765 3,098 0 107,153 7,753 41,761

4,113,818 1,835,255 0 233,891 320,170 1,724,502

社会福祉

社会保険

保健衛生

合計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

区分 事業名
平成30年度
決 　算 　額

財源内訳

特定財源 一般財源


